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２８．２１  

 

優先権証明書発行事務の遅滞遅延による  

提出期間徒過に関する取扱い  

 

 

特許法第４３条第２項 ※ 1 の規定により提出すべき書類（以下「優先権証明書」

という。）の提出期間の徒過が、優先権証明書を発行すべき政府による優先権証明

書の発行に関する事務の遅延によるものであってり、特許法条約第１３条（３）

及び第１４規則（６）（７）に規定する要件に準じた以下の要件を満たした場合に

は、出願人の責めに帰することのできない理由により期間内に手続ができなかっ

たものとし、期間徒過後の提出を認める（特４３条８項※ 1、特施規２７条の３の

３第６項１号 ※ ２、商施規７条の２第３項１号）。  

ただし、個別具体的な事例において形式的には当該要件を満たさない場合であ

っても、総合的に勘案して判断を行う。  
 

（ 要 件 ）  

１．特許法第４３条第２項※ 1に規定する優先権証明書提出期間満了の２月前まで

に、先の出願がされた官庁へ優先権証明書発行の請求をすること。  
２．特許法第４３条第７項 ※ ３の規定により優先権証明書を提出することができ

る期間（特施規２７条の３の３第５項、商施規７条の２第１項）内（ただし、

意匠においては意匠法第１５条第１項において準用する特許法第４３条第２

項に規定する優先権証明書提出期間内）に、上申書に、優先権証明書発行の請

求を行った官庁及びその申請日を記載し特許庁長官へ提出すること。併せて、

１．の事実（先の出願がされた官庁に対し優先権証明書提出期間満了の２月前

までに優先権証明書発行の請求をしたこと）を裏付ける証拠書類又は宣言書

を特許庁長官へ提出すること。  

３．先の出願がされた官庁より優先権証明書を入手してから１月（在外者にあっ

ては２月）以内に特許庁長官へ提出すること。その際、優先権証明書提出書の

【その他】欄に、「特許法第４３条第８項※ 1 の規定による優先権証明書の提出」

である旨を記載すること。  

（改訂令和２３・４）  

※ 1  特４３条２項、８項：特４３条の２第２項（特４３条の３第３項、実１１条１項、

意１５条１項において準用）、特４３条の３第３項（実１１条１項、意１５条１項、商

１３条１項（商６８条１項において準用）において準用））、実１１条１項、意１５条

１項、６０条の１０第２項、商１３条１項（商６８条１項において準用）において準

用  
※ ²  特施規２７条の３の３第６項１号：実施規２３条２項、意施規１９条３項において

準用  
※ ３  特４３条７項：特４３条の２第２項（特４３条の３第３項、実１１条１項、意１５

条１項において準用）、４３条の３第３項（実１１条１項、意１５条１項、商１３条１
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項（商６８条１項において準用）において準用）、実１１条１項、意１５条１項、意６

０条の１０第２項、商１３条１項（商６８条１項において準用）において準用  


